
JP 2010-5809 A 2010.1.14

10

(57)【要約】
【課題】ＵＩによらずにユーザが望む消費電力に関する
内容をユーザに通知することが可能な画像形成装置及び
プログラムを提供する。
【解決手段】電源オンが検知され（Ｓ１０１）、ユーザ
により電力表示の初期設定が行われる（Ｓ１０２）。電
力測定が開始され（Ｓ１０３，Ｓ１０４）、測定結果が
格納される（Ｓ１０５）。ユーザによる使用があると判
断すると（Ｓ１０６，Ｓ１０７）、電力情報をユーザの
情報に関連付けて格納部に格納する（Ｓ１０８）。そし
て、印刷指示があり、かつ電力表示機能がオンになって
いれば（Ｓ１０９，Ｓ１１０）、ユーザの情報に対応す
る測定結果を読み出して、電力情報を計算する（Ｓ１１
１）。画像生成部は、ユーザによる印刷指示の画像デー
タに電力情報通知の画像データを加えた画像データを生
成し（Ｓ１１２）、印刷装置はその画像データを所定の
用紙に印刷する（Ｓ１１３）。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体の消費電力を計測する計測手段と、
　消費電力に関して通知する電力通知の画像を、前記計測手段による計測結果を基に作成
する作成手段と、
　前記作成手段により作成される前記電力通知の画像を、ユーザにより印刷の指示がなさ
れた画像と共に印刷する印刷手段と、
　を含む画像形成装置。
【請求項２】
　前記計測手段による前記計測結果を格納する格納手段を更に含み、
　前記作成手段は、前記格納手段に格納されている前記計測結果を用いて前記電力通知の
画像を作成することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記装置本体に対して指示を行うユーザの情報を取得する取得手段を更に含み、
　前記格納手段は、前記取得手段による前記ユーザの情報と対応付けて前記計測手段によ
る前記計測結果を格納することを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記作成手段は、前記取得手段により前記ユーザの情報を取得した際に当該ユーザの情
報に対応する前記計測結果を前記格納手段から読み出し、消費電力に関して通知する前記
電力通知の画像を作成することを特徴とする請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記格納手段は、前記作成手段により前記電力通知の画像を作成する際に用いられる基
準値を格納し、
　前記作成手段は、前記計測手段による前記計測結果と前記格納手段に格納されている前
記基準値との相対的な関係を計算して前記電力通知の画像を作成することを特徴とする請
求項２に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記作成手段は、ユーザの指示またはユーザによる設定に従って前記電力通知の画像を
作成することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　装置本体の消費電力を計測する計測手段を含む画像形成装置が備えるコンピュータに、
　消費電力に関して通知する電力通知の画像を、前記計測手段による計測結果を基に作成
する作成機能と、
　前記作成機能により作成される前記電力通知の画像を、ユーザにより印刷の指示がなさ
れた画像に合成する画像合成機能と、
　を実現させるプログラム。
【請求項８】
　前記計測手段による前記計測結果を格納する格納機能を更に実現させ、
　前記作成機能は、前記格納機能により格納されている前記計測結果を用いて前記電力通
知の画像を作成することを特徴とする請求項７に記載のプログラム。
【請求項９】
　前記装置本体に対して指示を行うユーザの情報を取得する取得機能を更に実現させ、
　前記格納機能は、前記取得機能による前記ユーザの情報と対応付けて前記計測手段によ
る前記計測結果を格納することを特徴とする請求項８に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　例えば、特許文献１には、複数の動作状態で作動する画像形成装置の各動作状態毎の消
費電力量を測定し、この測定された動作状態毎の消費電力量及び／若しくは消費電力量に
関連する関連情報（電気料金等）を動作状態毎に分別して表示出力する画像形成装置が開
示されている。
　また、特許文献２には、通常電力モード時の単位時間当たりの単位消費電力量をあらか
じめ測定しておき、省電力モードに入ると、そのとき省電力モードに入っていた省電力モ
ード時間とそのときの省電力モード消費電力を測定し、単位消費電力量とその省電力モー
ド時間から、省電力モードに入っていた時間が通常電力モードであった場合の通常電力モ
ード消費電力を算出し、その通常電力モード消費電力から省電力モード消費電力を減じる
ことにより省電力モードによる電力削減量を算出する画像形成装置が開示されている。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３９４４３号公報
【特許文献２】特開２００５－１３２０４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、電力量や電力削減値などの電力をＵＩ(User Interface)で表示する際には、Ｕ
Ｉの電源をオフにすることができないため、ＵＩの動作が必要でない場合（例えば印刷中
）であってもＵＩの電源をオンにしておく必要がある。また、ＵＩが小寸であれば表示す
ることが困難であり、また、ＵＩの無い機種では表示することができない。また、別の用
紙にて印刷する場合には出力するための追加の用紙が必要になる。
　また、電力消費量、電力削減値、電気料金等の消費電力に関する表示では、どれだけの
電力を使用したかを把握し難い。
【０００５】
　本発明は、ＵＩによらずに消費電力に関する内容をユーザに通知することが可能な画像
形成装置及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に記載の発明は、装置本体の消費電力を計測する計測手段と、消費電力に関し
て通知する電力通知の画像を、前記計測手段による計測結果を基に作成する作成手段と、
前記作成手段により作成される前記電力通知の画像を、ユーザにより印刷の指示がなされ
た画像と共に印刷する印刷手段と、を含む画像形成装置である。
　請求項２に記載の発明は、前記計測手段による前記計測結果を格納する格納手段を更に
含み、前記作成手段は、前記格納手段に格納されている前記計測結果を用いて前記電力通
知の画像を作成することを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置である。
　請求項３に記載の発明は、前記装置本体に対して指示を行うユーザの情報を取得する取
得手段を更に含み、前記格納手段は、前記取得手段による前記ユーザの情報と対応付けて
前記計測手段による前記計測結果を格納することを特徴とする請求項２に記載の画像形成
装置である。
　請求項４に記載の発明は、前記作成手段は、前記取得手段により前記ユーザの情報を取
得した際に当該ユーザの情報に対応する前記計測結果を前記格納手段から読み出し、消費
電力に関して通知する前記電力通知の画像を作成することを特徴とする請求項３に記載の
画像形成装置である。
　請求項５に記載の発明は、前記格納手段は、前記作成手段により前記電力通知の画像を
作成する際に用いられる基準値を格納し、前記作成手段は、前記計測手段による前記計測
結果と前記格納手段に格納されている前記基準値との相対的な関係を計算して前記電力通
知の画像を作成することを特徴とする請求項２に記載の画像形成装置である。
　請求項６に記載の発明は、前記作成手段は、ユーザの指示またはユーザによる設定に従
って前記電力通知の画像を作成することを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に
記載の画像形成装置である。
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【０００７】
　請求項７に記載の発明は、装置本体の消費電力を計測する計測手段を含む画像形成装置
が備えるコンピュータに、消費電力に関して通知する電力通知の画像を、前記計測手段に
よる計測結果を基に作成する作成機能と、前記作成機能により作成される前記電力通知の
画像を、ユーザにより印刷の指示がなされた画像に合成する画像合成機能と、を実現させ
るプログラムである。
　請求項８に記載の発明は、前記計測手段による前記計測結果を格納する格納機能を更に
実現させ、前記作成機能は、前記格納機能により格納されている前記計測結果を用いて前
記電力通知の画像を作成することを特徴とする請求項７に記載のプログラムである。
　請求項９に記載の発明は、前記装置本体に対して指示を行うユーザの情報を取得する取
得機能を更に実現させ、前記格納機能は、前記取得機能による前記ユーザの情報と対応付
けて前記計測手段による前記計測結果を格納することを特徴とする請求項８に記載のプロ
グラムである。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１によれば、ＵＩによらずに消費電力に関する内容をユーザに通知することが可
能になる。
　請求項２によれば、過去の測定結果を利用して電力通知の画像を作成することが可能に
なる。
　請求項３によれば、ユーザ毎という指標で電力状態を把握することによって電力管理を
従来よりも効率的に行うことが可能になる。
　請求項４によれば、ユーザごとの電力情報の電力通知画像を作成することが可能になる
。
　請求項５によれば、予め設定した基準値に対する消費電力の状態を通知することが可能
になる。
　請求項６によれば、ユーザが望むタイミングで電力通知の画像を印刷することが可能に
なる。
　請求項７によれば、ＵＩによらずに消費電力に関する内容をユーザに通知することが可
能になる。
　請求項８によれば、過去の測定結果を利用して電力通知の画像を作成することが可能に
なる。
　請求項９によれば、ユーザ毎という指標で電力状態を把握することによって電力管理を
従来よりも効率的に行うことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態について詳細に説明する。
　図１は、本実施の形態のプリントシステムの構成の一例を示す図である。
　同図に示すように、このプリントシステムは、複数の端末装置１０と画像形成装置２０
とがネットワークＮＷに互いに接続されることにより構成されている。このプリントシス
テムは、例えば複数の端末装置１０の各々から印刷指示がネットワークＮＷを介して画像
形成装置２０に送信されると、画像形成装置２０は、その印刷指示を受けて用紙に印刷を
行うように構成されている。このように、プリントシステムは、ネットワークＮＷの環境
下で画像形成装置２０を複数のユーザで使用することが可能に構成されている。なお、プ
リントシステムは、ケーブルＣで画像形成装置２０と接続され、ユーザを認識するユーザ
認識部３０を備えている。
【００１０】
　端末装置１０は、画像データを作成し外部に出力する機器であり、例えば、ソフトウェ
アを実行して演算等を行うコンピュータ本体、ディスプレイ等の表示装置、コンピュータ
本体に対して入力を行うための入力装置等により構成される。この端末装置１０としては
、例えば、パーソナルコンピュータやワークステーション、その他のコンピュータが用い
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られる。
【００１１】
　画像形成装置２０は、媒体に画像を印刷し、印刷文書として出力する装置である。更に
説明すると、画像形成装置２０は、ネットワークＮＷを介して端末装置１０に接続され、
又は、ＵＳＢ(Universal Serial Bus)を介して端末装置１０に接続されている。そして、
画像形成装置２０は、端末装置１０からのプリント指示によりプリントするプリント機能
、コピー機能及びスキャン機能や通信の機能を備えた所謂「複合機」である。
【００１２】
　ユーザ認識部３０は、ユーザを認識し、認識結果としてのユーザデータをケーブルＣを
介して画像形成装置２０に送信する。なお、このユーザ認識部３０を、例えばＩＤカード
リーダで構成することが考えられる。また、ユーザ認識部３０を、パスワード入力やユー
ザの指紋画像読み取り等の他の手段で構成することも考えられる。すなわち、ユーザ認識
部３０を、単なるユーザ認識ではなく、ユーザを識別して認証し認証結果を画像形成装置
２０にケーブルＣを介して送信するように構成することが考えられる。なお、ユーザ認識
部３０は、画像形成装置２０から給電される。
【００１３】
　ネットワークＮＷとしては、例えばイーサネット（登録商標）(Ethernet（登録商標）)
によるＬＡＮ(Local Area Network)で構成することができる。更に説明すると、このネッ
トワークＮＷを介して、端末装置１０と画像形成装置２０との間でデータを相互に送受信
することができる。すなわち、端末装置１０は、画像形成装置２０に対してネットワーク
ＮＷを介して印刷データを送信して印刷を指示することができる。
　なお、端末装置１０と画像形成装置２０との間でネットワークＮＷを介してデータ転送
を行う際に、送信元と送信先との間でデータ通信を確立するためのネゴシエーション(neg
otiation)を行う。このネゴシエーションという用語は、ハードウェアデバイス同士が通
信（通信条件）に関する情報交換を行うものともいうことができる。
【００１４】
　また、本実施の形態では、端末装置１０と画像形成装置２０との間は、上述したように
、例えばイーサネット（登録商標）による通信環境で構成されているが、他の既存通信環
境例えばＵＳＢ(Universal Serial Bus)接続による通信環境で構成することも考えられる
。
【００１５】
　図２は、画像形成装置２０の構成例を示すブロック図である。
　同図に示すように、本実施の形態での画像形成装置２０は、各装置（各部）の動作を制
御する制御部２１と、用紙に画像を印刷する印刷手段の一例としての印刷装置２２と、消
費電力を測定する計測手段の一例としての電力測定部２３と、を本実施の形態における主
要部として備えている。
　また、画像形成装置２０は、制御部２１から印刷装置２２に画像データを送信するため
の信号路ｓ１と、電力測定部２３から制御部２１へ測定結果を送信するための信号路ｓ２
と、を備えている。
【００１６】
　制御部２１は、電力測定部２３の測定結果等の情報を格納する格納手段の一例としての
格納部２４と、格納部２４に格納されている情報を基に電力表示内容を計算する電力計算
部２５と、印刷装置２２で印刷される画像データを生成する画像生成部２６と、を備えて
いる。なお、ユーザに通知すべき電力情報の画像（図５又は図６の電力情報通知４３，４
４参照）を電力測定部２３による測定結果を基に作成する作成手段は、電力計算部２５及
び画像生成部２６によって構成することが考えられる。
【００１７】
　印刷装置２２は、例えば、電子写真方式により用紙に画像を形成するものである。印刷
装置２２での画像形成を簡単に説明すると、まず有機感光体等からなる像保持体の表面に
、公知の電子写真プロセスにより形成した静電潜像をトナー像保持体に現像する。次いで
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このトナー像を転写装置により記録媒体に静電的に転写した後、定着装置によりトナー像
を記録媒体に定着させることにより画像形成が行われる。なお、このような電子写真方式
に限らず、インクジェット方式や感熱フィルム方式などで印刷装置２２を構成することも
考えられる。
【００１８】
　電力測定部２３は、図示しない商用電源から画像形成装置２０本体に供給される電力の
電流値を検出すると共に電力の電圧値を検出する。そして、これら電流値及び電力値から
電力を算出する。算出した電力の情報は、測定結果として信号路ｓ２を介して制御部２１
に送られる。この測定結果は、電力使用量ないし消費電力である。
【００１９】
　格納部２４は、各種の電力管理情報を格納する。例えば、格納部２４は、電力測定部２
３による測定結果を格納する。また、格納部２４は、ユーザ認識部３０から取得したユー
ザ認識情報を格納する。また、格納部２４は、測定結果や認識結果に対応付けて計時情報
を格納する。
　付言すると、格納部２４は、不揮発性メモリ（ＮＶＭ(Non Volatile Memory)）であり
、データの書き換えと電源を切った後のデータ保持が可能である。格納部２４としては、
例えば、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（Electronically Erasable and Programmable
 Read Only Memory）などを用いることができる。
【００２０】
　電力計算部２５は、予め定められたタイミングで格納部２４から電力管理情報を読み出
し、通知すべき電力情報を計算により取得し、画像生成部２６に送る。電力計算部２５は
、例えば図示しないＣＰＵ(Central Processing Unit)とＣＰＵの作業用メモリとして用
いられる図示しないＲＡＭ(Random Access Memory)とにより構成することが考えられる。
図示しないＣＰＵにより実行される処理プログラムや処理プログラムにて用いられる設定
値等のデータ等は、図示しないＲＯＭ(Read Only Memory)に格納され、この処理プログラ
ムを読み込むことによって電力情報を計算する。
【００２１】
　画像生成部２６は、端末装置１０からネットワークＮＷを介して印刷指示があった画像
や図示しない画像読取部により読み取られた画像等を基にして画像データを生成する。な
お、図示しない画像読取部により読み取られた画像を基にして生成された画像データは、
ユーザにより複写指示があれば、信号路ｓ１を介して印刷装置２２に送られ（コピー機能
）、また、ユーザによりスキャン指示があれば、ネットワークＮＷを介して端末装置１０
に送られる（スキャン機能）。
　なお、画像生成部２６は、生成する画像データには、印刷指示があった画像等のほかに
、電力計算部２５により計算されて得た電力情報通知４３，４４（図５又は図６参照）が
含まれる。すなわち、画像生成部２６は、ユーザにより印刷の指示がなされた画像に、電
力情報通知４３，４４を合成する画像合成機能を果たす。電力情報通知４３，４４の詳細
については後述する。
【００２２】
　ここで、制御部２１は、動作状態に関するモード（動作モード）を制御する。この動作
モードの例としては、画像形成装置２０の電源が投入された時のウォームアップモードと
、発生したジョブを実行するランモードと、ジョブの発生に備えて待機するスタンバイモ
ード、スタンバイモードが予め定められた時間継続されると消費電力を低減するために移
行するローパワーモード（低電力モード）と、ローパワーモードが予め定められた時間継
続されると更に消費電力を低減するために移行するスリープモードと、がある。以下、ラ
ンモード及びスタンバイモードを、通常の動作状態で動作するモードとしての通常モード
ということがあり、また、ローパワーモード及びスリープモードを省電力モード（節電モ
ード）ということがある。通常モードの消費電力よりも省電力モードの消費電力の方が低
く、また、省電力モードの中では、ローパワーモードの消費電力よりもスリープモードの
消費電力（スリープ電力）の方が低い。すなわち、これらのモードのうちスリープモード
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の消費電力が最も低い。
【００２３】
　図３は、格納部２４に記憶されている電力管理情報を説明する図である。同図の（ａ）
は、ユーザごとの電力使用量を示す表であり、（ｂ）に示す表は、画像形成装置２０全体
の電力使用量を示す表である。
　同図の（ａ）の表では、横欄に、ユーザ名、電力使用量及び閾値を示している。閾値は
基準値の一例である。電力使用量は、今週分、今月分、先週分及び先月分の４つに区分け
されている。そして、縦欄は、ユーザ名の別を示している。この表では、ユーザ名として
、Ａ，Ｂ及びＸが設定されている。具体的に説明すると、ユーザＡの電力使用量は、今週
分が１７６Ｗｈ、今月分が７５０Ｗｈ、先週分が２００Ｗｈ、先月分が１０００Ｗｈであ
る。また、ユーザＢの電力使用量は、今週分が２０３Ｗｈ、今月分が７９０Ｗｈ、先週分
が２４０Ｗｈ、先月分が１２００Ｗｈである。ユーザＡ及びユーザＢの閾値はいずれも、
１０００Ｗｈである。また、ユーザＸの電力使用量は、今週分がｘｘｘＷｈ、今月分がｘ
ｘｘＷｈ、先週分がｘｘｘＷｈ、先月分がｘｘｘｘＷｈであり、ユーザＸの閾値はｘｘｘ
ｘＷｈである。
【００２４】
　同図の（ｂ）の表では、横欄に電力使用量及び閾値を示している。電力使用量は、今週
分、今月分、先週分及び先月分の４つに区分けされている。具体的に説明すると、画像形
成装置２０の全体の電力使用量は、今週分が１９０４Ｗｈ、今月分が８０２３Ｗｈ、先週
分が２０５９Ｗｈ、先月分が１０００７Ｗｈであり、全体の閾値は１００００Ｗｈである
。
【００２５】
　図４は、電力表示に関する処理手順を示すフローチャートである。
　同図に示すフローチャートでは、画像形成装置２０の制御部２１は、図示しない主電源
がオン（電源オン）になったことを検知すると（ステップ１０１）、予め定められた手順
に従いシステム立ち上げを行う。その後、図示しないＵＩ部に、電力表示の初期設定を促
す画像を表示させる。これにより、ユーザは、表示させたい電力表示情報を図示しないＵ
Ｉ部にて入力することで電力表示の初期設定を行う（ステップ１０２）。このような電力
表示の初期設定には、電力表示機能をオンにすることが含まれる。
　なお、本実施の形態では、電力表示の初期設定は、画像形成装置２０の図示しないＵＩ
部を通じて行っているが、端末装置１０からネットワークＮＷを介してユーザが初期設定
を行うことも考えられる。
【００２６】
　ここで、電力表示情報としては、画像形成装置２０全体の電力使用量の今月分、先月分
、今週分及び先週分を表示する例や、ユーザごとの電力使用量の今月分、先月分、今週分
及び先週分を表示する例がある。また、先月ないし先週と比較した消費電力増加量、その
増加割合を表示する例や、先月の電力使用量から今月の使用量を減じた値を予測電力使用
量として表示する例、電気料金を表示する例がある。また、これらの内容を記号、マーク
又はグラフ等で表示する例がある。また、予め設定された閾値からの残りの電力量、電力
料金又は可能作業内容等を表示する例がある。
【００２７】
　そして、制御部２１は、電力測定部２３に対して電力測定の開始を指示し、これに応じ
て、電力測定部２３は、電力測定を開始する（ステップ１０３）。電力測定部２３が電力
を測定すると（ステップ１０４）、その測定結果として電力情報を信号路ｓ２を介して制
御部２１の格納部２４に送る。格納部２４は、電力測定部２３から送られた電力情報を格
納する（ステップ１０５）。なお、電力測定部２３は、スリープモード以外のモード（ア
クティブ状態）での待機電力を格納部２４に送る。
【００２８】
　制御部２１は、ユーザによる使用があるか否かを判断し（ステップ１０６）、ユーザに
よる使用があると判断すると、ユーザ認識部３０によりユーザの認識が行われ（ステップ
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１０７）、その認識結果としてのユーザ認識情報（ユーザの情報、ユーザに関連する情報
）がユーザ認識部３０からケーブルＣを介して、取得手段の一例としての制御部２１に送
られる。なお、コピーや印刷等を行う際にユーザがＩＤカードをユーザ認識部３０に認識
させることで、ユーザ認識が行われる。また、他のユーザ認識の方法としては、ネットワ
ークＮＷを介して印刷指示を行う際のＩＰアドレスによりユーザの認識を行うことも考え
られる。
　ステップ１０６において、制御部２１は、ユーザによる使用がないと判断すると、ステ
ップ１０４に戻る。
【００２９】
　制御部２１は、電力測定部２３からの電力情報をユーザ認識部３０からのユーザ認識情
報に関連付けて格納部２４に格納する（ステップ１０８）。このような関連付けにより、
ユーザごとの電力使用量を表したり（図３の（ａ）参照）、画像形成装置２０全体の電力
使用量を表したり（同図の（ｂ）参照）することが可能になる。
【００３０】
　制御部２１は、印刷指示があるか否かを判断し（ステップ１０９）、印刷指示が無いと
の判断のときにはステップ１０４に戻り、印刷指示が有るとの判断のときにはステップ１
１０に進む。
　ステップ１１０では、制御部２１は、電力表示機能がオンになっているか否かを判断し
（ステップ１１０）、オンになっているとの判断のときにはステップ１１１に進み、オン
になっていないとの判断のときにはステップ１１３に進む。
【００３１】
　電力表示機能はオンになっていると制御部２１が判断すると、電力計算部２５は、ステ
ップ１０７で取得したユーザ認識情報に対応する測定結果を格納部２４から読み出して、
電力情報を計算する（ステップ１１１）。その後、電力計算部２５は、電力情報を画像生
成部２６に送る。
　画像生成部２６は、電力計算部２５からの電力情報を基に電力情報通知の画像データを
生成する。そして、画像生成部２６は、ユーザによる印刷指示の画像データに電力情報通
知の画像データを加えた画像データ（合成画像データ）を生成し（ステップ１１２）、生
成した合成画像データを印刷装置２２に信号路ｓ１を介して送る。
【００３２】
　印刷装置２２は、画像生成部２６からの合成画像データを用紙に印刷する（ステップ１
１３）。これにより、画像形成装置２０がどれだけの電力を使用しているのかを、ＵＩ部
が小さかったりＵＩ部を備えていなかったりしても、ユーザにとってわかり易い表示で通
知することが可能になる。
　画像形成装置２０は印刷した後には、ステップ１０４に戻る。このような一連の処理手
順を、画像形成装置２０の図示しない主電源がオフになるまで繰り返される。
【００３３】
　なお、電力情報通知を行うタイミングとしては、電力表示機能をオンにしている場合の
他に、設定日（例えば月終わり、週終わり等）になった場合又は、先月や先週よりも電力
消費量が超えそうな場合も考えられる。
　このような一連の処理手順を実行することにより、ＵＩによらずに消費電力に関する内
容をユーザに通知することが可能になる。また、その場合に、画像形成装置２０全体につ
いての通知又はユーザごとの通知が可能であり、また、閾値との相対関係での通知も可能
である。このため、ユーザの希望に沿う形で通知することが可能になる。
【００３４】
　図５及び図６は、電力情報通知例を示す図である。
　図５の場合には、（ａ）に示すように、用紙４１の中央に画像表示領域４２が表示され
ている。この画像表示領域４２は、ユーザにより印刷の指示がなされた画像が印刷される
範囲である。そして、用紙４１の画像表示領域４２の周囲の余白部分に、電力通知の画像
の一例としての電力情報通知４３が表示されている。電力情報通知４３は、装置本体の消
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　この電力情報通知４３には、例えば図５の（ｂ）～（ｄ）のいずれかに示す内容が含ま
れる。具体的に説明すると、（ｂ）は、画像形成装置２０全体の電気料金についての通知
例であり、今月電気料金、先月電気料金及び予測電気料金が表示されるものである。（ｃ
）は、画像形成装置２０全体での残り可能作業内容についての通知であり、プリント、コ
ピー及びスキャンの各々の枚数が表示されるものである。（ｄ）は、ユーザＡの電気使用
量についての通知であり、今月使用量、先月使用量及び予測使用量が表示されるものであ
る。
【００３５】
　図６の場合には、同図の（ａ）に示すように、用紙４１の画像表示領域４２の周囲の余
白部分に、電力通知の画像の一例としての電力情報通知４４が表示されている。この場合
の電力情報通知４４は、格納部２４に格納された電力測定部２３の測定結果と基準値の一
例としての閾値と相対的な関係を計算して得た図形等の画像を含むものである。
　具体的に説明すると、電力情報通知４４には、例えば同図の（ｂ）～（ｅ）のいずれか
に示す内容が含まれる。（ｂ）は、閾値に対する電力使用量の割合を円グラフで通知する
例であり、（ｃ）は、閾値に対する電力使用量の割合を棒グラフで通知する例である。電
力使用量が多くなるほど塗りつぶす領域が広くなる。
【００３６】
　また、（ｄ）は、４つの矩形を連ねた図形を用いた通知例である。すなわち、４つの矩
形の左から順に今月分、先月分、今週分及び先週分と対応付けられており、いずれかの電
気使用量が閾値よりも超えた場合に、対応する矩形を塗りつぶすことで通知する例である
。
【００３７】
　また、（ｅ）は、１つの矩形からなる図形を用いた通知例であり、カラー印刷であれば
、例えば今月分の電気使用量が閾値に近づくに従って色彩を変えていくようにする場合が
考えられる。また、白黒印刷であれば、今月の電気使用量が閾値に近づくに従って白色か
ら灰色、黒色に変わっていくようにする場合が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本実施の形態のプリントシステムの構成の一例を示す図である。
【図２】画像形成装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】格納部に記憶されている電力管理情報を説明する図である。
【図４】電力表示に関する処理手順を示すフローチャートである。
【図５】電力情報通知例を示す図である。
【図６】電力情報通知例を示す図である。
【符号の説明】
【００３９】
１０…端末装置、２０…画像形成装置、２１…制御部、２２…印刷装置、２３…電力測定
部、２４…格納部、２５…電力計算部、２６…画像生成部、３０…ユーザ認識部、４１…
用紙、４３，４４…電力情報通知、Ｃ…ケーブル、ＮＷ…ネットワーク、ｓ１，ｓ２…信
号路
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